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院
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郎
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提
出
一
般
社
団
法
人
「
農
林
水
産
物
等
中
国
輸
出
促
進
協
議
会
」
へ
の
支
援
の
中
止
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
一
般
社
団
法
人
「
農
林
水
産
物
等
中
国
輸
出
促
進
協
議
会
」
へ
の
支
援
の
中
止
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
農
林
水
産
物
等
中
国
輸
出
促
進
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
財
政
支
援
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
協
議
会
が
日
本
側
の
実
施
主
体
と
な
っ
た
北
京
常
設
展
示
館
事
業
（

以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
協
議
会
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
本
件
事
業
の
企
画
、
調
整
等
に
関
す
る

業
務
へ
の
支
援
の
一
環
と
し
て
農
林
水
産
業
関
係
団
体
、
食
品
産
業
関
係
団
体
及
び
食
品
企
業
等
の
意
向
確
認
等
を
行
う
と

と
も
に
、
協
議
会
の
設
立
後
は
、
本
件
事
業
に
対
す
る
後
援
名
義
の
使
用
を
、
本
年
四
月
十
二
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
承
認
す
る
な
ど
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
本
年
六
月
十
五
日
以
降
本
件
事
業
の
今
後
の
在
り
方
を
検
討
し
て
き
た
結
果
、
国
民
へ
の
説
明

責
任
を
果
た
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
受
け
た
各
方
面
か
ら
の
指
摘
及
び
当
該
検
討
の
中
で
明

ら
か
に
な
っ
た
論
点
に
対
す
る
対
応
を
協
議
会
自
ら
が
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
支
援
を
行
う
こ
と
は
困
難
と
判
断
し
た
も

一



の
で
あ
る
。

当
該
検
討
の
結
果
の
公
表
時
期
に
つ
い
て
は
、
同
省
に
お
い
て
関
係
者
の
意
向
確
認
等
を
行
っ
た
上
で
、
本
件
事
業
に
対

す
る
考
え
方
を
整
理
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
十
月
二
十
五
日
に
「
北
京
常
設
展
示
館
事
業
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と

し
て
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
協
議
会
に
対
し
て
支
援
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
国
と
し
て
財
政
的
な
も

の
を
含
む
具
体
的
な
不
利
益
を
被
っ
た
と
の
認
識
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
北
京
常
設
展
示
館
事
業
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
総
合
的
中

国
輸
出
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
基
づ
き
、
中
国
が
講
じ
て
い
る
我
が
国
の
農
林
水
産
物
・
食
品
に
対
す
る
輸
入
規
制
の
緩
和

の
働
き
か
け
の
促
進
、
日
本
食
・
食
文
化
の
発
信
等
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
具
体
的
な
目
標
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
二
年
ま
で
に
農
林
水
産
物
・
食
品
の
輸
出
額
を
一
兆
円
水
準
に

す
る
と
の
目
標
を
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
中
国
へ
の
具
体
的
な
輸
出
金
額
等
の
目
標
は
定
め
て
い
な
い
。

二


